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「地域建設産業活性化支援事業」における 

ステップアップ支援対象案件の選定 

～担い手確保・育成又は生産性向上に関するモデル性の高い取組への重点的な支援～ 

 

 

 国土交通省では、地域社会を支える中小・中堅の建設企業及び建設関連企業（測量業、 

建設コンサルタント及び地質調査業）を支援するため、「地域建設産業活性化支援事業」 

を実施しております。 

 今般、担い手確保・育成又は生産性向上に関するモデル性の高い１５案件に対し、重

点的な支援である「ステップアップ支援」を実施いたします。 

 

 

「地域建設産業活性化支援事業」は平成２７年度より実施しており、「ステップア

ップ支援」の実施件数は、平成２７年度から通算して３２件となります。 

今般選定したステップアップ支援対象案件の概要は、別紙「平成２８年度ステップ

アップ支援対象案件一覧」をご参照下さい。 

 

 

「ステップアップ支援」について 

「ステップアップ支援」では、複数の中小・中堅建設企業等から構成されるグ

ループが行う、担い手の確保・育成又は生産性向上に向けたモデル性の高い取組

に対して、計画実行段階の経費の一部（一案件あたり上限３００万円）を支援し

ます。  

 

 

＜本件に関する問合せ先＞ 

  国土交通省土地・建設産業局建設市場整備課 

  電話  ０３－５２５３－８１１１（代表） 

       ０３－５２５３－８２８１（直通） 

  ＦＡＸ ０３－５２５３－１５５５ 

  担当 大島、中野（内線２４８２４、２４８２６） 

 

 


